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 〔市長提出〕

議

決

結

果

無

所

属

未
来
へ
の
風

水
土
里
の
会

公
明
党
議
員
団

日
本
共
産
党
議
員
団

清
風
ク
ラ
ブ

自
由
ク
ラ
ブ

議　案　賛　否　一　覧 ○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

会　  　派　　 名
(下段は所属議員数）

議　　　　案

そ
の
他

議第21号 市道路線の認定について 認定路線　３路線　延長　165.8ｍ 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第22号
長岡市及び三条市における公の
施設の相互利用に関する協定
の一部変更について

平成29年３月30日付けで長岡市と三条市との間に締結した公の
施設の相互利用に関する協定の対象施設に長岡市栃尾地域交流
拠点施設を追加することなどから、協定の一部を変更するもの

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

予　
算

議第23号 令和３年度三条市一般会計補
正予算

自宅で療養している新型コロナウイルス感染者への生活支援物資
の提供等に係る費用の増額のほか、嵐南小学校・第一中学校プール
に関する住民訴訟の判決が確定したことに伴う弁護士費用や、職員
の退職に伴う退職手当などについて、必要な予算措置を行うもの
補正額　　　　　　　　  1,495万円
補正後の額　583億3,242万8,000円

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第24号 令和４年度三条市一般会計補
正予算

自宅で療養している新型コロナウイルス感染者への生活支援物資
の提供等のほか、新型コロナウイルス感染症に罹患した者と一定
の接触があった児童等に対するＰＣＲ検査の実施に要する経費に
ついて、必要な予算措置を行うもの
補正額　　　　  6,483万6,000円
補正後の額　462億183万6,000円

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

報　
告

報第１号
専 決 処 分 報 告 に つ い て 

（令和３年度三条市一般会計補
正予算）

新型コロナウイルス感染症の影響への対応に係る国の補助金を受
け、市民税非課税世帯等に対し給付金を給付するため、必要な予
算措置を行ったもの
補正額　　　 　8億9,838万4,000円
補正後の額　529億3,836万9,000円
専決処分日：令和４年１月11日

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

報第２号
専 決 処 分 報 告 に つ い て 

（令和３年度三条市一般会計補
正予算）

県の補助金を受け、まん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間
短縮の要請に協力した飲食店等に協力金を給付するほか、新型コ
ロナウイルス感染症に罹患した者と一定の接触があった児童等に
対しＰＣＲ検査を実施するため、必要な予算措置を行ったもの
補正額　　　 9億6,408万4,000円
補正後の額　539億245万3,000円
専決処分日：令和４年１月21日

総務文教常任委員会 
市民福祉常任委員会 
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

 〔議員発案〕
決
議

議員発案 
第１号

ロシアによるウクライナ侵攻に
抗議する決議

ロシアによるウクライナへの侵攻に抗議するとともに、世界の恒久
平和に向け、ロシア軍の即時撤退を求めるため決議するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決
意
見
書

議員発案 
第２号

老齢基礎年金等の支給額改善
と年金の毎月支給を求める意
見書について

関係行政庁に対し、老齢基礎年金等の支給額を改善し、年金の
支給を隔月から毎月への変更を要望する意見書を提出するもの 
提出先：内閣総理大臣、厚生労働大臣

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

 〔請願〕

請
願

請願 
第17号

老齢基礎年金等の支給額改善と
年金の毎月支給を求める請願

老齢基礎年金等の支給額を改善し、年金の支給を隔月から毎月に
変更することを要望する意見書の提出を求めるもの 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

請願 
第18号

三条の地域医療を良くするため
の請願

県央圏域の医療再編に当たり、三条総合病院を有床診療所として
存続することなどを要望する意見書の提出を求めるもの 市民福祉常任委員会 × × ○ × ○ × × 不

採択

採決の様子

3月定例会では
6会派が
大綱質疑を
行いました。

 Check!
今
年
度
チ
ー
フ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
オ

フ
ィ
サ
ー
を
採
用
し
、昨
年
度
の
お
よ

そ
倍
の
成
果
を
上
げ
た
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ

い
て
は
、令
和
4
年
度
の
目
標
で
あ
る
寄
附

額
25
億
円
の
達
成
に
向
け
、さ
ら
に
推
進
体

制
を
強
化
し
、戦
略
的
に
各
般
の
取
り
組
み

を
進
め
る
と
あ
る
が
、目
標
額
の
達
成
に
向

け
た
推
進
体
制
の
強
化
と
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
推
進
体
制
に
つ
い
て

は
、
チ
ー
フ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ

サ
ー
の
先
導
の
下
で
、
必
要
な
人
員
体
制

を
整
え
、
直
営
で
業
務
を
実
施
し
て
い
き

た
い
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
目
的
は
、
税
収
を
増

や
す
こ
と
に
よ
り
、
市
と
し
て
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
大
き
な

目
的
だ
が
、
自
治
体
が
全
国
に
PR
す
る
情

報
発
信
力
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
イ
ン
ド
を
高
め

て
い
く
こ
と
も
そ
の
目
的
の
一
つ
。

　

職
員
も
含
め
て
三
条
市
全
体
を
底
上
げ

し
て
い
く
体
制
を
取
り
た
い
と
い
う
理
由

Q

在
宅
支
援
金
制
度
の
新
た
な
創
設
に
つ

い
て
、
要
介
護
者
に
対
す
る
支
援
は
さ

ま
ざ
ま
あ
る
が
、
こ
の
在
宅
支
援
金
制
度
は

介
護
に
携
わ
る
家
族
へ
の
支
援
金
制
度
と
い

う
こ
と
か
。

在
宅
介
護
に
携
わ
る
家
族
の
経
済
的
、

心
理
的
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
対
象
は
介
護
に
関
わ
る
家
族
を
中
心
と

考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
ね
た
き
り
高

齢
者
等
介
護
手
当
と
違
い
、
介
護
す
る
人
が

い
な
い
場
合
で
も
本
人
に
も
給
付
を
す
る
も

の
で
あ
る
。

Q

施
政
方
針

認
知
症
の
方
が
事
故
を
起
こ
し
賠
償
責

任
を
負
っ
た
場
合
に
備
え
て
保
険
へ
の

加
入
を
支
援
す
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
会

問
題
と
な
っ
た
認
知
症
の
方
が
起
こ
し
た
事

故
に
対
し
て
、
高
齢
の
家
族
に
監
督
責
任
が

認
め
ら
れ
た
損
害
賠
償
事
件
を
想
定
し
た
も

の
か
。指

摘
の
監
督
責
任
が
問
わ
れ
た
賠
償

事
例
を
想
定
し
て
創
設
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

Q

三
条
市
未
来
経
済
協
創
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
に
、
本
来
軍
事
用
語
で
あ

る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
と
い
う
名
称
を
使
っ

た
理
由
は
何
か
。

軍
事
用
語
で
あ
る
が
、
現
在
は
特
別
な

任
務
を
一
時
的
に
扱
う
特
別
な
チ
ー
ム

を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の

で
、
特
別
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
立
ち
上
げ

る
こ
と
を
意
図
す
る
た
め
使
用
し
た
。

Q

か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
返
礼
品
の
調
達
な
ど
に

係
る
業
務
委
託
を
終
了
し
、
新
年
度
か
ら
は

直
営
と
す
る
。

難
聴
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業
の
助

成
要
件
を
緩
和
し
て
制
度
の
拡
充
を
図

る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
内
容
は
。

認
知
症
リ
ス
ク
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
そ
の
上
限
を
74
歳
と
し
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
知
症
を
発

症
す
る
年
齢
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
市
民
か

ら
75
歳
以
上
は
対
象
に
な
ら
な
い
の
か
と
の

問
い
合
わ
せ
や
、
他
自
治
体
の
助
成
制
度
の

状
況
な
ど
に
鑑
み
、
対
象
年
齢
の
在
り
方
に

つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
年
齢
要
件
の
上
限

を
撤
廃
し
制
度
の
拡
充
を
図
る
も
の
で
あ

る
。

Q

三
条
市
は
子
育
て
世
代
の
経
済
負
担
を

軽
減
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
範
囲

は
義
務
教
育
の
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。
現
実

の
経
済
負
担
は
、
そ
の
後
の
高
校
・
大
学
と

増
え
て
い
く
。
そ
の
支
援
は
ど
う
か
。

義
務
教
育
終
了
後
の
支
援
の
必
要
性

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ま
ず
は
施
政

方
針
に
掲
げ
た
取
り
組
み
を
着
実
に
進
め

て
い
く
。

Q

保
育
士
の
処
遇
改
善
と
し
て
、
県
内
自

治
体
に
先
駆
け
公
立
保
育
所
の
保
育
士

等
の
給
料
を
引
き
上
げ
る
。
引
き
上
げ
対
象

の
範
囲
は
ど
う
か
。
現
在
保
育
士
の
約
4
分

の
1
は
非
正
規
職
員
だ
。
正
職
員
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

引
き
上
げ
範
囲
は
、
公
立
保
育
所
の

正
職
保
育
士
、
2
類
一
般
任
用
保
育

士
、
3
類
一
般
任
用
調
理
師
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
職
員
の
他
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

Q

特
別
任
用
お
よ
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
支
援

員
が
対
象
。
非
正
規
職
員
を
一
律
に
正
職

員
に
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

地
域
の
産
業
構
造
を
多
様
で
し
な
や

か
な
も
の
に
す
る
た
め
、
革
新
的
な

事
業
を
創
造
す
る
起
業
家
人
材
の
育
成
に

取
り
組
む
と
し
て
い
る
が
、
革
新
的
な
事

業
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
も
の
か
。

時
代
の
潮
流
を
的
確
に
捉
え
、
私
た
ち

が
想
像
す
ら
し
得
な
い
革
新
的
な
事
業

で
あ
る
。

Q

ペ
イ
フ
ォ
ー
サ
ク
セ
ス
（
成
果
連
動

型
民
間
委
託
契
約
方
式
）
は
、
他
自

治
体
で
は
介
護
よ
り
医
療
・
健
康
の
分
野

で
の
事
例
が
多
数
あ
る
が
、
今
後
医
療
・

健
康
の
分
野
で
も
行
う
の
か
。

介
護
保
険
事
業
の
問
題
解
決
に
有
効
な
先

行
事
例
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず

は
、
介
護
分
野
へ
の
導
入
の
検
討
を
し
て
い
く
。

Q

45


